
５ HUG、防災紙芝居、ぼうさい出前講座、ライブラリーについて     

 

（１）避難所運営ゲーム（川崎版ＨＵＧ） 

避難者のデータや物資などが書かれたカードを使い平面図（体育館等）にどれだけ

適切に配置できるか、避難所で発生する事態にどう対応していくか、机上で体験する

ゲームです。 
 

＜貸出内容＞ ※貸出期間：２週間程度 

・カードセット 

・平面図（体育館、校舎、学校敷地図） 

・カラーマジック 

・付せん 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

簡単に！ 

― 川崎版の主な特徴 ― 
  避難者は 100 人分 

（年齢構成や家族構成は川崎市人口に準拠） 

  時間経過に合わせてイベントが発生 

  ゲーム時間はおよそ９０分 

避難者カード 
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（２）なかはら防災紙芝居

●なかはら防災紙芝居の貸出を希望される場合は
　中原区役所危機管理担当（７４４－３１４１）
　までお問合せください
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    令和

令和 令和



（３）川崎市ぼうさい出前講座 

 
 川崎市では、市が行う防災対策の説明や、各個人・家庭でできる防災対策の解説等

を行い、防災に対する理解と関心を深め、防災意識の高揚と地域の防災力向上を図る

ことを目的として、ぼうさい出前講座を実施しています。防災啓発のための講習会等

でご活用ください。 
ご利用を希望される方は、次の利用方法を確認の上、中原区役所危機管理担当まで 

お申し込みください。 
 

【利用方法】 

（１）講座内容等の相談 
講座内容や日程調整など事前に相談したい場合は、中原区役所危機管理担当へ

ご連絡ください。 
 
（２）受講申込書の提出 

講座の詳細が決まりましたら、実施日の３０日前までに必要事項を記入した

『川崎市ぼうさい出前講座受講申込書』（６９ページ）をご提出ください。 
 
（３）申込内容の確認・調整 

講座に使用する機材や資料の確認など、実施に向けた調整のため担当者から申

込者にご連絡することがございます。 
 
（４）受講結果報告書の提出 

出前講座の受講後、『川崎市ぼうさい出前講座受講結果報告書』（７２ページ）を

ご提出ください。 
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川崎市ぼうさい出前講座実施要綱

（平成２３年 ４月１２日 局長専決）

（目的）

第１条 この要綱は、市民等の団体が主催する集会・訓練等に、職員又は、別に定め

る川崎市防災インストラクター（以下「インストラクター」という。）が講師とし

て出向き、川崎市ぼうさい出前講座（以下「出前講座」という。）を実施すること

により、自然災害に対する備えや市が行う防災対策についての理解と関心を深め、

市民等の意識の高揚や、地域の防災活動の活性化を図るとともに、市民等との協働

による防災体制の推進に寄与することを目的とする。

（対象）

第２条 出前講座を受講することができる者は、原則として市内に在住、在勤又は在

学する者で構成された団体とする。

（内容）

第３条 出前講座の内容は、概ね次のとおりとする。

 (1) 地震に対する備えや一般的知識 

 (2) 風水害に対する備えや一般的知識 

(3) その他防災対策に関する事項 

（実施場所）

第 4 条 出前講座の実施場所は、市内に限るものとする。 

（申込み等） 

第５条 出前講座を受講しようとする団体等の代表者（以下「申込者」という。）は、

原則として受講を希望する日の３０日前までに川崎市ぼうさい出前講座申込書（第

１号様式）を、市長に提出しなければならない。 

２ 出前講座の受講に係る施設の利用については、申込者の責任においてこれを行う

ものとする。 

（通知） 

第６条 市長は、前条第１項の規定による申込書を収受したときは、速やかに職員及

びインストラクター並びに申込団体との連絡調整を行い、実施の可否を川崎市ぼう

さい出前講座実施決定通知書（第２号様式）により申込者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の承諾をするときは、必要に応じて条件を付することができる。 

（実施の制限） 

第７条 市長は、当該団体等が開催する集会等が次の各号のいずれかに該当すると認

めるときは、出前講座を実施しない。 

 (1) 営利を目的とするもの 

 (2) 政治活動又は宗教活動を目的とするもの 

 (3) 活動の効果が特定の個人等にのみ帰属するもの 

(4) その他、出前講座の目的に反し、その実施が適当でないと認めるとき。 

（変更等の報告） 

第８条 第６条の規定により出前講座実施の承諾を受けた申込者は、開催日時、場所
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その他申込事項に変更があったとき、又は出前講座の受講を取り消そうとするとき

は、速やかに川崎市ぼうさい出前講座変更届出書（第３号様式）により市長に報告

しなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。 

（費用負担） 

第９条 講師の派遣費用は、無料とする。ただし、出前講座の受講に際して施設使用

料等が必要となるときは、受講者においてこれを負担するものとする。 

（結果報告） 

第１０条 出前講座を受講した団体等は、講座終了後速やかに川崎市ぼうさい出前講

座受講結果報告書（第４号様式）により市長に報告しなければならない。 

（事業実施の事務） 

第１１条 この事業の実施に関わる事務は、危機管理本部危機管理部で行うものとす

る。 

（補則） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、危機管理監が別に定める。 

  附 則 

 この要綱は、平成１７年 ６月 ８日から施行する。 

  附 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成１８年１２月１３日から施行する。  

 附 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成２３年 ４月１２日から施行する。  

 附 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成２８年 ４月 １日から施行する。  

 附 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成３０年 ４月 １日から施行する。 

 附 則 

（施行期日） 

この要綱は、令和２年  ４月 １日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、令和４年  ４月 １日から施行する。 
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第１号様式（第５条関係） 

川崎市ぼうさい出前講座受講申込書 

年  月  日  

（宛て先）川 崎 市 長 

団 体 名               

代表者住所               

代表者氏名               

電 話 番 号    （    ）     

 川崎市ぼうさい出前講座を受講したいので、次のとおり申し込みます。 

実施希望日時 

第１希望      年  月  日（  ） 

         時  分から   時  分まで 

第２希望      年  月  日（  ） 

         時  分から   時  分まで 

実施場所 

名 称

住 所

受講人数 

集会等の名称 

及び目的 

名 称

目 的

講座内容 

備  考 

※受講に際して、要望等あれば御記入ください。 

注１）危機管理本部の業務及び派遣するインストラクターの関係上、日時等御希望に添えない

場合もありますのであらかじめ御了承ください。 

 注２）この講座では、質疑や意見交換はできますが、行政に対する苦情や要望を受ける場では

ありませんので御理解ください。 

 注３）その他、要綱第７条の規定に該当する場合、出前講座は実施できません。 
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第２号様式（第６条関係） 

川危管第   号 

年  月  日  

 団体名 

 代表者           様 

川崎市長  

川崎市ぼうさい出前講座実施決定通知書

     年  月  日付けで申込みのありました出前講座について、次のとおり

決定しましたのでお知らせします。 

実施の諾否 

１ 出前講座を実施します。 

２ 出前講座を実施できません。 

  理由 

日  時 
  年  月  日（  ） 

   時  分から   時  分まで 

実施場所 
名  称  

住  所  

派遣する者  

講座内容  

実施条件  

注１）日時、場所、講座内容の変更・取消等については、速やかに下記担当あて連絡してくだ

さい。 

 注２）この講座では、質疑や意見交換はできますが、行政に対する苦情や要望を受ける場では

ありませんので御理解ください。 

（問い合わせ）

川崎市危機管理本部危機管理部 

担当 

 電話：   －     

ＦＡＸ：   －     

70



第３号様式（第８条関係） 

川崎市ぼうさい出前講座変更（取消）申込書 

年  月  日  

（宛て先）川 崎 市 長 

団 体 名               

代表者住所               

代表者氏名               

電 話 番 号    （    ）     

     年  月  日付けで申し込みました、川崎市ぼうさい出前講座について

変更（取消）したいので、次のとおり申し込みます。 

１ 次のとおり変更します。 

変更希望

日時 

第１希望      年  月  日（  ） 

         時  分から   時  分まで 

第２希望      年  月  日（  ） 

         時  分から   時  分まで 

実施場所 

名 称

住 所

受講人数 

受講内容 

備  考 

２ 受講を取り消します。 

取消しの理由 

注１）事由発生後、速やかに提出してください。 

注２）取消しの場合は、その理由を記入してください。 
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第４号様式（第１０条関係） 

川崎市ぼうさい出前講座受講結果報告書 

年  月  日  

（宛て先）川 崎 市 長 

団 体 名               

代表者住所               

代表者氏名               

電 話 番 号    （    ）     

 川崎市ぼうさい出前講座の受講結果について、次のとおり報告します。 

受講日時 
  年  月  日（  ） 

   時  分から   時  分まで 

実施場所 
名 称  

住 所  

受講人数  

受講結果記入欄

１ 今回の講座について（下欄の該当する番号を○で囲んでください。）

１） よく理解できた。 

２） 多少理解できた。 

３） 理解できなかった。 

４） その他（             ） 

２ 受講した感想（下欄に記入してください。）

その他 

※出前講座に対する御意見等ありましたら記入してください。 

注１）この報告書は、受講後速やかに提出してください。
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（４）川崎市ぼうさいライブラリー 

 
 川崎市では防災活動の推進を図ることを目的として、ＤＶＤ等の防災関係資料を 
貸出しています。防災啓発のための講習会等でご活用ください。 
ご利用を希望される方は、次の利用方法を確認の上、中原区役所危機管理担当まで 

お申し込みください。 
 

【防災関係資料】 

〇防災ツール   … 東日本大震災啓発パネル 

〇ＤＶＤ・ＶＨＳ … 幼児向けから一般向けまで 

〇データＣＤ   … 災害への備えに係る啓発資料や阪神淡路大震災時の資料等 

 
 利用数は１回３点まで、利用期間は２週間までです。 

 

【利用方法】 

（１）貸出状況の確認 
希望の資料が貸出可能かどうかを中原区役所危機管理担当（電話 744-3141）へ

お問合せください。 
 
（２）利用申請書を提出 

貸出の準備ができましたらご連絡しますので、必要事項を記入した『川崎市ぼ

うさいライブラリー利用申請書』（７６ページ）と『身分証明書』を危機管理担当

までご持参ください。  
 
（３）返却・確認書の提出 

資料の返却時に、『川崎市ぼうさいライブラリー返却確認書』（７７ページ）をご

提出ください。 
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川崎市ぼうさいライブラリー実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市民の防災意識の高揚と防災活動の推進を図ることを目的として、総務企画局危

機管理室が所有するＣＤ・ＤＶＤ・ビデオテープ・図書などの防災事業関連資料（以下「ぼうさ

いライブラリー」という。）の利用について、必要な事項を定める。 

 

（利用者の範囲） 

第２条 ぼうさいライブラリーを利用することができる者は、次に掲げる者とする。 

（１） 市内に居住又は勤務する者 

（２） 市内に所在する学校の関係者 

（３） 市内の公共的団体、企業等の関係者 

（４） 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 

 

（利用手続き） 

第３条 ぼうさいライブラリーを利用する者は、ぼうさいライブラリー利用申請書（第１号様式）を市

長に提出しなければならない。 

 

（利用数） 

第４条 利用数は、１回３点までとする。 

 

（利用期間） 

第５条 利用期間は、２週間とする。ただし返却日が閉庁日にあたるときは、その翌開庁日までとす

る。また、利用の延長に相当の理由があると認められるときは、この限りではない。 

２ 利用に伴う貸出し及び返却の時間は、午前８時３０分から午後５時までとする。 

 

（利用順位） 

第６条 利用順位は、原則として受付番号の順とする。 

 

（利用除外） 

第７条 次の各号のいずれかに該当するときは、貸出しを行わないこととする。 

（１）公務の都合上、支障があると認められるとき。 

（２）その他貸出しが適当でないと認められるとき。 
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（利用者の遵守事項） 

第８条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１）借り受けた物件のき損等の防止に努めること。 

（２）利用後は、借り受けた物件にぼうさいライブラリー返却確認書（第２号様式）を添えて返却するこ

と。又、紛失、き損したときは、返却時の状態を記載し、総務企画局危機理室の指示に従うこと。 

（３）借り受けた物件を転貸してはならない。 

（４）借り受けた物件を複製しないこと。 

（５）借り受けた物件は、会費等を徴収して上映しないこと。 

（６）ビデオテープを返却するときは、巻き戻しをして返却すること。 

 

（費用） 

第９条 利用は無料とする。 

 

（破損又は紛失した場合の措置） 

第１０条 利用者が故意又は過失によりぼうさいライブラリーを紛失、き損したときは、利用者に対し

て修復又は購入に必要な費用のうちの相当額を請求するものとする。ただし、市長が特別な事

情があると認めた場合は、この限りではない。 

 

（事務） 

第１１条 ぼうさいライブラリーに関する事務は、主として総務企画局危機管理室が行う。 

２ 前項の規定に関わらず、次の各号に掲げる事務は、区役所が協力して行うものとする。 

（１） 利用相談への応対 

（２） 利用申請書・返却確認書の受理 

（３） 物件の貸出し・返却 

 

（その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は危機管理監が定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成１９年 １月１２日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年 ４月 １日から施行する。 
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担当   
   

 

川崎市ぼうさいライブラリー利用申請書 

令和  年  月  日   
 
（あて先） 

   川 崎 市 長 
 
                   （申請者） 

                     住 所                 

                     氏 名                 

                     団体名                 

                     電 話                 
 
  次の内容により借用します。 
 

使用目的  

貸 出 日  年   月   日  返却予定日  年   月   日  

内 
 
容 

番 号 題  名 数 量 区 分（該当に○） 

   DVD・ビデオ・その他(       ) 

   DVD・ビデオ・その他(       ) 

   DVD・ビデオ・その他(       ) 

 （備考） 
 
 

 

 

 

（所管課） 第１号様式（第４条） 

本人確認 
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返却担当   
   

 

川崎市ぼうさいライブラリー返却確認書 

令和  年  月  日   
 

（あて先） 
   川 崎 市 長 
                      （返却者） 
                          住 所                 
                          氏 名                  
                          団体名                 
                          電 話     （   ）       
 
  令和  年  月  日付けで借り受けた物件について、次のとおり返却します。 

返 
却 
状 
態 

番 号 題  名 数 量 区 分（該当に○） 

   CD・DVD・ビデオ・その他(       ) 

   CD・DVD・ビデオ・その他(       ) 

   CD・DVD・ビデオ・その他(       ) 

利 
用 
結 
果 
報 
告 

利用（鑑賞）日時 利用(鑑賞)場所 利用(鑑賞)人数 

令和   年   月   日   

（利用した感想） 

 （その他）※ぼうさいライブラリーへの御意見・追加リクエスト等ありましたら記入してください。 
 
 

 

第２号様式（第８条） 

区返却印 

※紛失、き損した場合は、修復や購入に必要な費用の相当額を請求することがあります。 
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